
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  土地建物の所有者が違う自宅を譲渡した場合 

Ｑ：うちの自宅は土地の所有者が私、建物

の所有者が妻です。最近、この建物を取り壊

した上で土地を売ってほしいという話があり

ましたが、この場合には居住用財産を譲渡し

た場合の特別控除の適用が受けられるでしょ

うか？  

 

Ａ：受けられるものと思います。 

【解説】 

この特例は、原則として、その家屋ととも

に譲渡されるその家屋の敷地の用に供されて

いる土地等の譲渡に対して適用があることと

なっています。 

しかし、買主からの注文により売主が家屋

を取り壊したうえ土地だけを譲渡することも

あることから、土地等のみの譲渡についても、

一定の要件を満たせばこの特例が適用できる

こととされています。 

また、土地と建物の所有者が違う場合にお

いては、原則としてはこの特例の適用はない

のですが、土地と建物の所有者が親族関係で

その家屋に同居し、生計を一にしているとき

はその家屋とともにするその敷地を譲渡には、

この特例の適用があるとしています。 

ところで、お尋ねは土地と建物の所有者が

違い、建物を取り壊して譲渡した場合にこの

特例の適用があるかということですが、譲渡

契約がその家屋を取壊してから１年以内であ

り、かつ、居住の用に供さなくなった日以後3

年を経過する日の属する年の12月31日までに

譲渡したものであること等の要件を満たす場

合には適用があるものと思われます。 
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